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健康危機に対応した保健所等組織統合のあり方についての研究
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目的 全国の保健所およびその統合組織の実態を把握し，保健所の重要な任務である健康危機管

理の体制を今後とも推進するためのより良い組織および権限付与のあり方を提言していくこ

とを目的とした。

方法 全国の保健所設置主体，合計123都道府県市区（以下，「県市区」という。）に郵送による

自記式調査を実施し，平成14年10月現在の，各地方自治体の保健所と福祉事務所等の統合組

織（以下，「統合組織」という。）の実態，および名称等について情報を得た。それらの調査

資料をもとに，各県市区の健康危機管理対応のあり方を考察した。

結果 112県市区（全都道府県，48市，17区）から回答（回収率91.0％）があった。統合組織は，

市区では 7 市 1 区，都道府県では31府県存在していた。統合組織の長は，統合組織全体では

医師34.7％，事務吏員63.5％，医師以外の技術吏員1.6％であった。統合組織の長と保健所長

との間の情報提供のルールをあらかじめ作っているところはなかった。外部からの電話によ

る問い合わせや，文書送付時の名称は，統合組織名を使用しているところが多かった。統合

組織名は様々であったが，富山県や横浜市では，法律上の保健所の名称として「保健所」の

名称は使用せず，それぞれ統合組織名である「厚生センター」，「福祉保健センター」を使用

していた。

考察・結論 保健所と福祉事務所の組織統合については，市区ではあまり進んでいなかったが，

都道府県では31府県で，組織統合があり，約 7 割を占めており，単独の組織として保健所を

考えることはもはや無意味である。統合形態としては，今後「ミニ県庁型」の組織統合が流

行するものと予想される。また，統合組織の長からみた保健所長の位置付けから，健康危機

発生時に，敏速な対応ができるのか疑問が残る。さらに，「○○保健所」と名乗らない「保

健所」もあり，重大な問題があると考える。
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